
6． 在宅福祉サービス等

⑥在宅福祉サ ー ビス等
（ 福祉用具の提供・貸与など ） 

補装具費の支給（購入・修理・借受け）
⑯区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

身体機能を補うための用具（補装具）の購入、 修理または借受けに要する費用を支給し ます。 （利
用者l割負担。 利用者の月額負担上限額は34ページ参照）医師の意見書が必要な場合があります。

介護保険の対象となる方は、 ●印の品目については、 原則介護保険からの貸与となります。
※治療段階て使用されるもの（治療用装具）は、 補装具費の支給対象てはあリませんのて、 加入

している健康保険（生活保護を受給している方は、各区生活支援課）に支給申請を行ってください。
※契約済、 購入済、 支払済のものについては支給を行いません。 義手・義足装具については治療

用装具の作成が優先されます。 （ 装具用義手を除く）
障害別 補 装 具 の 種 目

視 覚 視覚障害者安全つ え 、 義眼、 眼鏡
聰 覚 補聴器、 人工内耳（修理のみ）

肢体不自由 義手、 義足、 装具、 姿勢保持装置、 車載用姿勢保持装置、 ●車椅子、 ●歩行器、

●歩行補助つえ(I本つえ以外）、 ●電動車椅子（内部障害含）、 重度障害者用意思伝達装置
障害児のみ 起立保持具 、 排便補助具

日常生活用具費の支給
⑱区役所・北須磨支所保健福祉課、 玉津支所（裏表紙）

障害者（児）の日常生活の利便をはかるため、 用具の購入費を支給し ます。 （利用者1割負担。 利
用者の月額負担上限額は34ページ参照） 医師の意見書が必要な場合があリます。

※＊印の品目については、 入院および入所の場合も支給対象となります。
※介護保険の対象となる方は、 ●印の品目については、 原則介護保険からの貸与・給付となります。
※契約済、 購入済、 支払済のものについては支給を行いません。

(2025年4月1日現在）
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区 種 類 障害および程度 年 齢 基準額（円） 耐用
分 年数

視覚障害者用時計 視覚障害I • 2級 18歳以上 14,600 5年
視覚障害者用ポータプル

視覚障害I • 2級 学齢児以上 85,000 
重 レコ ー ダー （録音再生機） 6年
複 視覚障害者用ポータプル 視覚障害I • 2級 学齢児以上 48,000 不 レコ ー ダー （再生専用機）
可 視覚障害者用 視覚障害I • 2級 学齢児以上 5年テ ー プレコ ー ダー なお、 点ー 91ルレコ ー ダーの使用が困舅な人を願則対象 23,000 

点字タイプライタ ー 視覚障害I • 2級 就学者，就労者， また 63, I 00 5年は就労見込みの方

電磁調理器 視覚障害I • 2級 18歳以上 15,000 6年（視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯）
視 視覚障害者用体温計（音声式） 視覚障害I • 2級 学齢児以上 q,ooo 5年

覚 視覚障害者用体重計 視覚障害I • 2級 18歳以上 18,000 5年
音声血圧計 視覚障害I • 2級 40歳以上 15,000 5年

障 視覚障害者用音声ICタグレコ ー ダー 視覚障害I• 2級て、 必要と認められる方 学齢児以上 3q,qoo 5年

害 視覚障害者て、 本装置によリ文字など 226,000 8年
を読むことが可能になる方 タブレット端末

者
重

視覚障害者用 ※タブレットに関しては 、 事前に講習 学齢児以上 50,000 
拡大読書器 を受ける必要があリます。 詳しくは アプリ 4年

向 複 各区役所・支所（襄表紙）にお問い合 社会通念上、適不
可 わせください。 当と思われる額

視覚障害者用 視覚障害者て、 本装置により文字など

音声読書器 を読むことが可能になる方 なお拡大 学齢児以上 1 qs,ooo 8年
読書器の使用が困難な方を原則対象
視覚障害者て 、 網膜色素変性症等によリ夜盲ま
たは視野狭窄の症状があり 、 白杖を使用した単
独歩行が可熊て、医師により有用性および安全

暗所視支援眼鏡 に使用できることが確認てきた方 12歳以上 1 qs,ooo 8年
※申請前に、指定する病院で医師の診察を受

ける必要があります。詳しくは各区役所・
支所（裏表紙）にお問い合わせください。
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区 種 類分

歩行時間 延長信号機 用
小型送信機

視 視覚障害 者 用 活字文書
覚 読 上 げ装 置 （ 音 声 コ ー ド
障 読 み 上 げ装 置 ）

害 ＊点字器（標準型）

者 ＊点字器（携帯型）

向 ＊情報 ・ 通信 支援補助 用 具

点 字 デ ィ ス プ レ イ

聴覚障害者 用 屋 内 信号装
置 ＊ l 

聴覚障害者 用 屋 内 信号装
置 （ 火災警報機 用 ）

聴覚障害者 用 通信装置
（ フ ァ ッ ク ス ）

聴覚障害者 用 情報受信装置
（文字放送デ コ ー ダー を 含む ）

聴

覚 ＊人工 内 耳体外部装置
言

語

障
＊人工 内 耳 用 電池

害

者

向

重
複 ＊人工喉頭
不
可

＊発声補助装置

＊携 帯 用 会話補助装 置

●腰掛便座

訓練い す

重 ●特殊マ ッ ト
複 （防水マ ッ ト ）

肢 不 ● 床ずれ防止 用 具
可 （エア マ ッ ト ・ 除圧マ ッ ト ）

体

不

自 ●特殊寝 台
由

者

向 ●特殊尿器

● 入 浴担架

●体位変換器

障 害 お よ び程度

視覚障害 I • 2級

視覚障害 I • 2級

視覚障害者て＼ 点 字 を 習 得 し て い る 方
視覚障害者て＼ 点 字 を 習 得 し て い る 方

視覚障害 I • 2級

視 覚 障 害 I • 2 級 て
‘

、 必 要 と 認 め ら れ
る 方

聴覚障害 I • 2級

聴覚障害 I • 2級
※ 火災警報器 と 同 時購入 に 限 る
聴覚障害者 ま た は 発声 • 発語 に 著 し い
障 害 が あ り 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン や 緊
急連絡な どの 手段 と し て 必 要 と 認 め ら
れ る 方

聴覚障害者て
，，

、 本装 置 に よ リ テ レ ビ の
視聴が可 能 に な る 方
実際 に 人工 内 耳 を 装 用 し て い る 聴覚障
害 者 て

，，

、 医 師 よ り 医療保険等 の 給付制
度 を 利 用 し て 本装 置 の 買 い 替 え がで き
な い と 判 断 さ れ た 方 ＊ 2

実際 に 人工 内 耳 を 装 用 し て い る 聴覚障
害者

音 声 機 能 も し く は 言語機 能 障 害 者 て＼
喉頭摘 出 し た 方

音 声 機 能 も し く は 言語機 能 障 害 者 て＼
喉 頭摘 出 を し て お り 、 常 時 人工喉頭 を
使 用 す る 方
上記 の 者 の う ち 食道発声 が可 能 な 方
音 声 機 能 も し く は 言語機能障害者 ま た
は 肢体不 自 由 者 て

，，

、 発声 • 発語 に 著 し
い 障害 の あ る 方

下 肢 ま た は 体幹機能障害 I • 2級

下 肢 ま た は 体幹機能障害 I • 2級

下 肢 ま た は 体幹機能障害 I • 2級

下 肢 ま た は 体幹機能障害 l 級 （床ずれの
予 防 が必 要 な 方 に 限 る ）

下 肢 ま た は 体幹機能障害 I • 2級
両 上肢機 能 全廃 ま た は 両 上肢 を 上腕 の
2 分 の l 以 上 欠 く 方 てペ ー 下 肢 の 機 能
全廃 ま た は 一 下 肢 を 大 腿 の 2 分 の l 以
上 欠 く 方

下 肢 ま た は 体幹機能障害 l 級 （ 常 時介護
を 要 す る 方 に 限 る ）

下肢 ま た は体幹機能障害 I • 2級（入浴時
家族な ど他人の介助 を 要 す る 方 に 限 る ）

下 肢 ま た は 体幹機 能 障 害 I • 2級 （ 下 着
交 換 な ど に つ い て 家族 な ど他人 の 介助
を 要 す る 方 に 限 る ）

年 齢 基準額 （ 円 ） 耐用
年数

学齢児以上 1 2 ,000 1 0年

学齢児以上 qq,800 6年

学齢児以上 8,700 7 年
学齢児以上 7 , 500 5年
学齢児以上 1 00 ,000 5年

1 8歳以上 383 , 500 6年

1 8歳以上 87 ,400 1 0年

1 8歳以上 2 1 , 600 1 0年

学齢児以上 20,000 5年

年齢制 限な し 88,qoo 6年

年齢制 限な し 300,000 5年

ボ タ ン 電池
（ 月 額） 2 , 500

年齢制 限な し
充電池お よ び充電器

30,000 3年

笛 式 4年5 , 200 

電動式 5年
年齢制 限な し

7 2 , 300 

埋込式附属 品
（ 月 額） 5 ,000

5 8 , 500 5年

学齢児以上 q8,800 5年

学齢児以上 23, 1 00 8年
3歳以上 3 3 , 1 00 5年1 8歳未満

3歳以上 24,600 3年

3歳以上 1 02 ,000 5年

3歳以上 1 54,000 8年

学齢児以上 6 7 ,000 5年

3歳以上 82 ,400 5年

3歳以上 1 5 ,000 5年



32

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

6. 在宅福祉サービス等

区 種 類分

＊携帯 用 会話補助装 置

● 入浴補助 用 具

重
複 ●移動 用 リ フ ト不
可

肢
●歩行支援 用 具体

不 ●住宅改修費
自 ＊頭部保護帽
由
者 ＊情報 ・ 通信 支援補助 用 具
向 ＊歩行補助 つ え

＊収尿器

洗浄機能付便座

重
複 紙 お む つ不
可 * 4  

透析液加温器

酸素 ボ ン ベ運搬車

ネ ブラ イ ザー

電 気 式 た ん 吸 引 器
重
複
不
可 手動式 た ん 吸 引 器

内
部
障 動脈血 中 酸素飽和度

測 定器
圭に （パルス オ キ シ メ ー タ ー ）

者
向

＊ ス ト ー マ
* 5 （ 用 品 を 含 む ）

重
複
不
可 ＊洗腸装具

紙 お む つ * 4  

障害 お よ び程度

音声機能 も し く は 言語機能障害者 ま た は 肢体不
自 由 者て

、
、 発声 • 発語 に 著 し い樟害 を 有す る 方

下 肢 ま た は 体幹機能障害者 て＼ 入浴 に
介助 を 必要 と す る 方

下肢 ま た は 体幹機能障害 I • 2級

下肢 ま た は体幹機能障害
を

確2級保以てき上 て機器
の設置 ・ 稼動 ス ペ ー ス る 方

平
（家衡庭機内能

のま移た動は等下
に肢 も し く は

を
体必幹要機と

能
す

障
る

害
方

者
） お い て 介助

下肢 ま た は 体幹機能障害 l ~ 3級
平衡機能 ま た は 下 肢 も し く は 体幹機能
に 障害 があ り 頻繁 に 転倒 す る 方
上肢障害 I • 2級

下肢 ま た は 体幹機能障害者

； 肢 ま た は 体閂能障

く

害
機

）

者
能

て障‘ 排泄障
を 伴 う 方 、 こ う 害 者 （ 尿

路変 更 し て い る 方 を 除
上肢障害 I • 2級
下 肢 ま た は 体幹機能障害者て

，，
、 3歳未満 に

発現 し た 非進行性脳病変 に よ る 脳原性運動
機能障害 に よ り 排尿 も し く は排便の 意思表
示が閉て

，，
、 次のA、 Bの 両 方 を 満 た す 方

A． 自 自 ら の 意 思 ） て ト イ レ に 行 き 、
便座 に 座 る こ と がて き な い

B．介助 に よ る 定時排泄 を す る こ と がて き な い
臣同 99嘉障 害 l ~ 3級て 自 己連続携行式腹
膜 （CAPD) に よ り 透析療法 を 行 う 方
呼吸器機 能 障 害 て医 療保険 に お け る
在宅酸素療法 を 行 う 方
呼吸器塁能障喜 l ~ 3級 ま た は 同 程度
の 身体 害者 級以上） て必要 と 認め
ら れ る 方 ＊ 2
呼吸器機能障喜 l ~ 3級 ま た は 同 程度
の 身体悶害者 級以上） て必要 と 認め
ら れ る ＊ 2  
呼吸器， 能障喜 l ~ 3級 ま た は 同 程度
の 身体 害者 級以上） て

‘

必要 と 認め
ら れ る ＊ 2  
な お 、 電 気 式 た ん 吸 引 器 の 使 用 が 困
難な 方 を 原 則 対 象
呼吸器機能障害 3級以上 ま た は 心臓機
ム月 ヒI::, : 害3級以上の 者 て

，，、 次の い ずれ か
に 当 す る 方 ＊ 2崖在宅酸素療法 を 行 う 方

人工呼吸器 を 常時必要 と す る 方
医 師 に よ り 血 中 の 酸素 濃 度 を 測 定
す る こ と が必要 と 認め ら れ た 方

ぼ う こ う 、 ま た は 直腸機 能 障 害 て
‘ ス

ト ー マ 造設者

ぼ う こ う 、 ま た は 直腸機能障害者 て＼恣の い ずれか に 該 当 す る 方
治療 に よ っ て 軽快の 見込 み の な い ス
ト ー マ 周 辺の 皮膚 の 著 し い び ら ん 、

ス ト ー マ の 変 形 の た め ス ト ー マ 装具
を 装着す る こ と がて き な い 方

②先天性疾 患ヽ先天性鎖肛 を 除 く ょに 起 因
す る 神経障 に よ る 高度の排尿 能障害
ま た は 高度の排便機能障害 の あ る 方

③先 天性鎖肛 に 対 す る 肛 門 形 成術 に 起
因 す る 高 度 の 排便機能障害 の あ る 方

＊ 「洗腸装具」 と 同 じ

年 齢

学齢児以上

3歳以上

3歳以上

3歳以上

年齢制 限な し

年齢制 限な し

学齢児以上

3歳以上

年齢制 限な し

学齢児以上

3歳以上

3歳以上

1 8歳以上

注
年
） た

齢だ制し限
、

な し
学菌児

未満の場合は、
医師の意見書に
よ り 、 必要 と 認
め ら れ る 人

年齢制 限な し

年齢制 限な し

年齢制 限な し

3歳以上

3歳以上

基準額 （ 円 ）

q8 ,800 

qo,ooo 

昇降座 い す
1 5q ,ooo 

リ フ ト 類
250,000 

本体の み
200,000 

つ り 具 の み
50,000 

60 ,000 

200,000 
＊ A 1 5 ,700 
3 B 37 ,900 

1 00 ,000 
木製 2,400 
軽金属 製 3 , 200

8 ,800 

50,000 

1 2 ,000 （ 月 額）

5 1 , 500 

1 7 ,000 

36 ,000 
注） ネ ブラ イ ザー と

電気式 た ん吸引
器 と の 両 用 器

→ 7 2 , 500 
56 ,400 

（ 月 額） 3 , 800

36 ,000 

蓄（
便
月

袋
額） 8,qoo

蓄尿袋
（ 月 額） I 1 , 700 

1 7 , 800 

1 2 ,000 （ 月 額）

耐用
年数

5年

5年

4年

8年

3年

5年

3年

1 年

5年

5年

1 0年

5年

5年

6 か 月



区
分
区
分 種　　　　　　　　類種　　　　　　　　類 傷害および程度傷害および程度 年　齢年　齢 基準額（円）基準額（円） 耐用耐用

年数年数

知
的
障
害
者
向

知
的
障
害
者
向

★頭部保護帽 知的障害児（者） で、てんかんの発作などによ
り頻繁に転倒する方または自傷行為を行う方 年齢制限なし ＊

３
Ａ 15,700
Ｂ 37,900 3年

重
複
不
可

洗浄機能付便座 重度または最重度の知的障害児（者） 学齢児以上 50,000 5年

紙おむつ　
＊ 4

重度の知的障害者で、排尿もしくは排便の
意思表示が困難で、次のA 、B の両方を満
たす方
A.�自力（自らの意思）でトイレに行き、便座

に座ることができない
B.介助による定時排泄をすることができない

３歳以上 12,000（月額） ―

●特殊マット（防水マット） 重度または最重度の知的障害児・者 3歳以上 24,600 3年
電磁調理 重度または最重度の知的障害者 18歳以上 15,000 6年

精
神
障
害
者
向

精
神
障
害
者
向

★頭部保護帽 精神障害者保健福祉手帳１級で、てんかん
の発作等により頻繁に転倒する方 年齢制限なし ＊

３
Ａ 15,700
Ｂ 37,900 3年

難
病
患
者
等
向
（
＊
６
）

難
病
患
者
等
向
（
＊
６
）

重
複
不
可

洗浄機能付便座 上肢機能障害のある方で、医師の意見書
により給付が必要と認められる方 年齢制限なし 50,000 5年

紙おむつ　
＊ 4

難病患者等でその疾病が起因となり下肢
または体幹機能に障害があり、その疾病が
起因となり排尿もしくは排便の意思表示が
困難で、次のA、Bの両方を満たす方　＊2
A.�自力（自らの意思）でトイレに行き、便座

に座ることができない
B.介助による定時排泄をすることができない

３歳以上 12,000（月額） ―

重
複
不
可

●特殊マット 寝たきりの状態である方であって医師の意
見書により給付が必要と認められる方

3歳以上 24,600 3年
●床ずれ防止用具 3歳以上 102,000 5年

●特殊寝台 寝たきりの状態である方で、医師の意見書
により給付が必要と認められる方 3歳以上 154,000 8年

●特殊尿器 自力で排尿できない方で、医師の意見書に
より給付が必要と認められる方 学齢児以上 67,000 5年

●体位変換器 寝たきりの状態である方で、医師の意見書
により給付が必要と認められる方 3歳以上 15,000 5年

●入浴補助用具 入浴に介助を要する方で、医師の意見書に
より給付が必要と認められる方 3歳以上 90,000 5年

重
複
不
可

●移動用リフト

下肢または体幹機能に障害のある方で、医
師の意見書により給付が必要と認められ
る方

3歳以上 昇降座いす
159,000

4年
上記の者のうち機器の設置・移動スペース
を確保できる方 3歳以上

リフト類
250,000

本体のみ
200,000

つり具のみ
50,000

●歩行支援用具 下肢が不自由な方で、医師の意見書により
給付が必要と認められる方 3歳以上 60,000 8年

●住宅改修費
下肢または体幹機能に障害のある方で、医
師の意見書により給付が必要と認められ
る方

年齢制限なし 200,000 ―

ネブライザー 呼吸器機能に障害のある方で、医師の意
見書により給付が必要と認められる方 年齢制限なし 36,000 5年

※�ネブライザー
と電気式たん
吸引器との両
用器

→72,500

重
複
不
可

電気式たん吸引 呼吸器機能に障害のある方で、医師の意
見書により給付が必要と認められる方 年齢制限なし

5年

56,400
手動式たん吸引 （月額）3,800 ―

動脈血中酸素飽和度
測定器
（パルスオキシメーター）

ヒュージョーンズ分類4以上に該当する方、
NYHAⅢ以上に該当する方、サチュレーショ
ンspo2が90％未満の方、または指定難病
の重症度基準に該当する方で、次のいずれ
かに該当する方　＊2
①在宅酸素療法を行う方
②人工呼吸器を常時必要とする方
③�医師により血中の酸素濃度を測定するこ

とが必要と認められた方

年齢制限なし 36,000 5年
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6． 在宅福祉サービス等

区 種 類 傷害および程度 年齢 基準額（円） 耐用
分 年数

！ 暗所視支援眼鏡 12歳以上 内8,000 8年
『＊―一、

に-5--9 わせください。

農 肢
該
重体度

当す

ま
障

た

る害
方
は2 

最 重 度の知的で障、次害
の
者

い
（ず児れ

） かつ
級
以上 の 方 か

に

i I 
覧脈定ヽル器血ス

中
オ

酸素飽和度 *2 
①②③人

在
医工宅師呼

酸

によ吸
素

り器
療
血を

法

中
常
を

の
時
行

酸
必
う

素

方
要濃と

度
す

を

る
測方定す

る：：：
年齢制限なし 36,000 5年オキシメーター）

とが必要と認められ た 方

共 火災警報機 障

及
び
害

的
び

遁等障

こ
級難害

れ
児が1 -

に

2
者著

準
級しず

（
又

く
い

る
困はず

世

重
難れ
帯

度
なも

） 

もしくは 生最の
重感度知

の 15,500 
知 火災発 年齢制限なし 8年

通 自動消火器 帯及 障害 者 のみ の 世 28,700 

*I 聴覚臆害者用屋内信号装置には、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
*2 医師意見書て確認する。
*3 B ：スポンジ、 革、 プラスチックが主材料のものに限る。
*4 紙おむつの代用品（サラシ・ガーゼ•脱脂綿 、アナルプラグ、パッド・パッド付パンツ等）を含む。
*5 ストーマの用品については、 区役所・北須磨支所保健福祉課または玉津支所（裏表紙 ）に問い合わせを

行う（紙おむつ等のストーマの代替品については、 入院•入所の場合、 支給対象とはならないことがある）。
*6 対象疾病は88~8qページのとおり。

●補装具・日常生活用具の利用者月額負担上限額（小児慢性特定疾病児童向けを除く）

在
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等

市民税課税世帯

生活保護
市民税 市民税所得割 市民税所得割 市民税所得割 市民税所得割

区分
非課税 3万3千円未満 3万3千円以上 23万5千円以上 46万円以上

23万5千円未満 46万円未満
(*I) (*I) (*I) (*I) 

18歳以上 0円 0円 37,200円 制度対象外

18歳未満 0円 0円 10,000円 24,600円 37,200円

(* I) 本人または配偶者のうち最多納税者の判定用市民税所得割額（＊ 2) （児童の場合は本人ま
たは世帯の最多納税者の判定用市民税所得割額）

(*2) 判定用市民税所得割額とは、 住宅借入金等特別税額控除、 寄附金税額控除（ふるさと納税
等）適用前の市民税所得割額（2018年度税制改正前の税率による）から、 以下の金額を控
除して算出した額てす。

• 16歳未満の扶養親族l人につき Iq,800 円
• 16歳以上旧歳未満の扶養親族l人につき 7,200円

日常生活用具の給付 《小児慢性特定疾病児童向け》
⑩区役所・北須磨支所保健福祉課（襄表紙）

小児慢性特定疾病児童の日常生活の利便を図る ため、 用具を給付します。 所得により自己負担があ
ります。
〔対 象〕日常生活を営むのに支障があり、次の条件をすべて満たす方。医師の診断書が必要です。

(I) 小児慢性特定疾病医療費助成の対象となっている方。（医療受給者証をお持ちの方）
(2) 児童福祉法による施策（小児慢性特定疾病医療費助成を除く。）および障害者総合

支援法による施策の対象とはならない方。
※契約済、 購入済、 支払い済のものについては支給を行いません。
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方

方

方

区
分
区
分 種　　　　　　　　類種　　　　　　　　類 傷害および程度傷害および程度 年　齢年　齢 基準額（円）基準額（円） 耐用耐用

年数年数
難
病
患
者
等
向
（
＊
５
）

難
病
患
者
等
向
（
＊
５
）

暗所視支援眼鏡

網膜色素変性症等により夜盲または視野
狭窄の症状があり、白杖を使用した単独歩
行が可能で、医師により有用性および安全
に使用できることが確認できた方
※�申請前に、指定する病院で医師の診察

を受けていただく必要があります。詳しく
は各区役所・支所（裏表紙）にお問い合
わせください。

12歳以上 198,000 8年

重
度
の
重
複
障
害
者
向

重
度
の
重
複
障
害
者
向

動脈血中酸素飽和度
測定器
（パルスオキシメーター）

重度または最重度の知的障害者（児）かつ
肢体障害2級以上の方で、次のいずれかに
該当する方　＊2
①在宅酸素療法を行う方
②人工呼吸器を常時必要とする方
③�医師により血中の酸素濃度を測定するこ

とが必要と認められた方

年齢制限なし 36,000 5年

共　
通

共　
通

火災警報機 障害等級1・2級又は重度もしくは最重度の
知的障害児・者（いずれも火災発生の感知
及び避難が著しく困難な障害者のみの世
帯及びこれに準ずる世帯）

年齢制限なし
15,500

8年
自動消火器 28,700

＊1	 聴覚障害者用屋内信号装置には、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
＊2	 医師意見書で確認する。
＊3	 B：スポンジ、革、プラスチックが主材料のものに限る。
＊4	 紙おむつの代用品（サラシ・ガーゼ・脱脂綿、アナルプラグ、パッド・パッド付パンツ等）を含む。
＊5	� ストーマの用品については、区役所・北須磨支所保健福祉課または玉津支所（裏表紙）に問い合わせを

行う（紙おむつ等のストーマの代替品については、入院・入所の場合、支給対象とはならないことがある）。
＊6	 対象疾病は88～89ページのとおり。
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種 目 対 象 者 種 目 対 象 者

便 器 常 時介護を要する方 電 気 式たん 吸 引 器 呼吸器機能に障害のある方

特殊マ ッ ト 寝た き りの状 態にある方 頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する方

特殊寝 台 寝た き りの状 態にある方 クー ル ベ スト 体温調 節 が著 し く
難

し い 方

特殊尿器 自 力 て‘排尿て‘ き ない 方 ネ ブライ ザー 呼吸器機能に障害のある方

体位変換器 寝た き りの状 態にある 方 特殊便器 上肢機能に障害のある方

皮膚疾 患群に罹 患 しており 動脈血中酸素飽和度
軽微な外力 により水 疱やびチュ ー ブ型包帯 らんを生じ、 皮膚障害を起 測定器 人工呼吸器の装着が必要 な方
こすこ と がある方 （パルスオキシメ ータ ー ）

歩行 支援用 具 下 肢が不 自由な方 車 い す 下 肢が不 自由な方

人 工 呼 吸器の装 着または
紫外線に対する防御機 能 が著 し

人工鼻 気管切 開 が必 要 な方 紫外線 カ ッ トク リ ー ム ＜ 欠 けて、 が ん や 神経障害等を
起 こ す こ と がある方

ストー マ装具（蓄便袋） 人工肛門を造設 し た方 ストー マ装具（蓄尿袋） 人工膀脱を造設 し た方

入浴補助 用 具 入浴に介助を要する方

● 小児慢性特 定疾病児童 向 け 日 常 生活用具の給付徴収基準 月 額

保護者
世 帯 階 層 区 分 負 担額

（ 円 ）

生活保護法による被保護世帯 A ゜
市町村 民税非課税世帯 B 1,100 

市町村 民税均等割の額のみ課税世帯 C 2,250 

所得割の年額 3,000 円 以下 D I  2,qoo 

” 3,001~5,800 円 D2 3,450 

市 ” 5,801~8,700 円 D3 3,800 
町
村 // 8,701~13,000 円 D4 4,250 
民
税 ” 13,001~17,400 円 D5 4,700 
課
税 ” 17,401~22,400 円 D6 5,500 
世
帯 // 22,401~28,200 円 D7 6,250 

” 28,201~58,400 円 D8 8,100 

// 58,401~75,000 円 Dq q,350 

軽度 ・ 中等度難聴児補聴器購入 費等助成事業
⑮ 区 役所 ・ 北須磨支所保健福祉課 （裏表紙）

世 帯 階 層 区 分

// 75,001~q6,600 円

// q6,601~121,800 円

” 121,801~175,500 円

市 ” 175,501~221,100 円
町
村 // 221, I O I ~380,800 円
民
税 ’’ 380,80 I ~54q,ooo 円
課
税 ” 54q,oo 1~57q,ooo 円
世
帯 ” 57q,oo 1~700,qoo 円

’’ 700,qo1~s4q,ooo 円

II 84q,001~1,041,000 円

” 1,041,001 円 以上

D10 

D I  I 

D12 

D13 

D14 

D15 

D16 

D17 

D18 

D lq 

D20 

保護者
負担額
（ 円 ）

11,550 

13,750 

17,850 

22,000 

26,150 

40,350 

42,500 

51,450 

61,250 

7 l,qoo 

全 額

身体障害者手帳の対象 と な ら な い軽度 ・ 中 等度難聴児の補聴器の購入 費用を 一 部助成 し ま す。
〔対 象 〕 保護者 が市 内 在住て

‘

① | 8歳に達す る 日 以降、 最初 の3 月 3 1 日 ま ての 方
② 両 耳 と も聴 力 が、 30dB以上70dB未満の方

※ た だ し 、 指 定 自 立支援医療機関の指 定医 師 が補聴器の装用 を 必 要 と 認 め る と き は、
聴 カ レ ベ ル が30d B未満 て あ っ て も対象 と な る。

③補聴器の装用に よ り 、 一 定の効 果 が期 待てき る と 医 師 が判 断す る 方
〔 内 容〕 補聴器の型等に よ り 定額を 助成 し ま す。 た だ し 、 補聴器等の購入額が助成額 よ り 低い場

合 は、 補聴器等の購入額を 上 限 と し ま す。 本体① と 消 耗 品 の 同 時 申 請 は 不 可。
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種 目 補助額 （円） 耐用 年数

本 ポケ ッ ト 型 ・ 耳かけ 型 ・ 耳 穴型 （レ デ ィ メ イ ド） ・ 骨導式 ポケ ッ ト 型 40,000 
5年

耳 穴型 （オ ー ダー メ イ ド） ・ 骨導式眼鏡型 I 00,000 

g 補聴 システ ム ( - 式） I 00,000 5年

消 耳 あ て （イ ヤ モ ー ル ド） 6,000 
3か月

品 耳 穴型 シ ェ ル （オ ー ダー メ イ ド） 18,000 

※申 請にあ たり医師の 意見 書等が必要て，，す。 詳しく は区役所 ・ 北須磨支所保健福祉課 （ 裏表紙） へ
お問い合 わせ く だ さい。

（福祉機器展示施設

兵庫県立福祉のまちづくり研究所1階 福祉用具展示ホー ル 電 話 q27-2727 （ 代表）
〔所在地〕 西区曙町 1070 総合 リハ ビ リテ ー シ ョ ン センタ ー 内
〔運営主体〕 社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業 団
〔 内 容〕 福祉用具 ・ 介護テ クノ ロ ジ一、 住 宅 改修等に関する展示 ・ 相談および情報提供等
〔展 示 品目〕 障害者 （ 児） や高齢者等の 自立 支援、 介護者の 負 担軽減を目的とした福祉用具 ・ 介護

テ クノ ロ ジー 機器
〔休 館日 ・ 開館時間〕 ①休 館日 土 ・ 日 ・祝日、 年末年始(12/2q~1/3)

②開館時間 q: 00 ~ 17: 00 
〔相談日〕月曜日から金曜日

）
 

補 助犬の 貸 与
⑩兵庫県福祉部ユ ニ バ ー サ ル推進課 電 話 362-437q FAX 362-qQ40 ※ 年度 当 初に公募有

区役所・北須磨支所保健福祉課 （ 裏表紙）

〔対 象〕 〈盲導犬〉 視覚障害 I • 2 級の 身体障害者手帳の 交 付 を受けている方
〈介助犬〉 肢体不自 由 I • 2 級の 身体障害者手帳の 交 付 を受けている方
〈聴導犬〉 聴覚障害 2 級の 身体障害者手帳の 交 付 を受けている方

〔条 件〕 ・ 現に身体障害者 更生援護施設等に入所していない こ と
・ 自立 または就 労等社会活動への 参加に効 果があると認 められる こ と
・ 居住 する家屋の 所有者、 管理者の 承諾を 得ている こ と
・ 所定の 訓練を 受け補 助犬を 適切 に利用てきる こ と

補 助犬の 健康 管理 費 支給
⑱ 区役所・北須磨支所保健福祉課 （ 裏表紙）

〔条 件〕 補 助 犬を 飼 育している方のう ち 、 低所得 （ 所得税非課税世帯） の ため補 助 犬の 健康 管理
費の 負 担が困難 な方

補 助犬の 登録および狂 犬病予防注射済票 交 付 手数 料減免
⑱ 健康局環境衛生課

電話 322-5264 FAX 322-2725 

〔対 象〕 身体障害者手帳所持者て＼ 認定を 受け た補 助犬を 所有または 管理している方
〔 内 容〕神戸市 内居住 者が所有ま たは 管理している補 助 犬につ いて、 狂 犬病予防法に基づく 犬の

登録およ び狂 犬病予防注射済票 交 付 手数 料の 減免を行います。

盲人 用具購入斡旋
⑱神戸市視覚障害者福祉協会

電話 371-6245

視覚障害者が日常生活において用いる種 々 の 用具の 購入斡旋を 行います。
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施設利 用
ヽ ーノ

● 自 立 支援給付 に よ る も の
事 業 内 容 対象者 の 障 害 支援 区 分等 窓 口 等

短期入所 （ シ ョ ー ト ス テ イ ）
自 宅 て介護 す る 人 が病 気 の 場合 な ど に 、 短 区 分 l 以 上 の 障害者
期 間 、 夜 間 も 含 め 施 設 て＼ 入 浴、 排 せ つ 、 区 分 l 以上 に 該 当 す る 障害 児
食事の 介護等 を 提供

療養介護
医療 と 常 時 介護 を 必 要 と す る 方 へ の 、 医療
機 関 て の 機 能 訓 練、 療養 上 の 管 理、 看 護、
介護 お よ び 日 常 生 活 の 世話 を 提供

区 分 6 の ALS 患 者 等 気 管 切 開 を 伴
う 呼吸管理 を 行 っ て い る 方
区 分 5 以 上 の 者 の う ち 、 筋 ジ ス ト
ロ フ ィ ー 患 者、 重 症 心 身 障 害 者 ま
た は 医療的 ケ ア が必 要 な 方 等

生活介護
常 に 介護 を 必 要 と す る 方 へ の 、 昼 間 、 入浴、
排せつ、 食事の 介護等 を 行 う と と も に 、 創作
的活動 ま た は 生産活動 の 機会 を 提供

施設入所支援
障害者 支援施設 に 入所す る 方 へ の 、 夜 間 や休
日 の ケ ア 、 入浴、 排せつ、 食事 の 介護等 を 提
供

自 立訓練 （機能訓練 • 生活訓練）
自 立 し た 日 常 生活 ま た は 社会生活がて‘ き る よ
う 、 一 定期 間 、 身体機能 ま た は 生活 能 力 の 向
上 の た め に 必要 な 訓練 を 提供

就労移行支援
一般企業等 へ の 就 労 を 希望 す る 方 に 、 一 定期
間 、 就 労 に 必 要 な 知識 お よ び能 力 の 向 上 の た
め に 必 要 な 訓 練 を 提供

就労継続支援 A 型
一 般企業な どての就 労 が 困 難な 方 に、 雇 用 契
約 に 基づい て 働 く 場 を 提供する と と も に、 知識
や 能 力 の 向 上 の た め に 必要な訓練を提供
就労継続支援 B 型
一 般企業な どての就 労 が 困 難な 方 に、 生 産 活
動やその他の活動 の機会な どの働く 場 を 提供す
る と と も に、 知識や 能 力 の 向 上 の た め に 必 要 な
訓練を提供

就労定着支援 就 労 移 行 支 援、 就 労 継 続 支 援、 生

；閃芸庁芸：：：ばよ鱈は言 1は：年9如9ら
連絡調整等の 支援 を 行 う 後 6 か 月 を 経過 し た 障害者
※ サ ー ビ ス の 利 用 に あ た っ て は 、 障害福祉サ ー ビ ス 利 用 の 申 請 を 行 い 、 受給者証の 交 付 を 受 け 指 定

事業者 と 契約 を 行 う こ と が必要てす 。 ( 2 6 ペ ー ジ参 照 ）
※ 対 象 者 の 詳細 は 、 お 問 い 合わ せ く だ さ い 。

区 分 3 以 上 （ 施 設 入 所 者 は 区 分 4
以 上 ） 、 50 歳 以 上 の 方 は 区 分 2 以
上 （施設入所者 は 区 分 3 以上）

区 分 4 以上 ( 50 歳以 上 の 方 は 区 分
3 以上） の 生活介護 を 受 け て い る 方
等

地 域 生 活 を 営 む 上 て 一 定 の 支 援 が
必要な 障害者 1 障害者相 談

支援 セ ン タ ー

( I  00~ I O I ペ ー ジ）

就労 を 希望 す る 6 5 歳未満 の 障害者

就労継続支援 A 型
企 業 等 に 就 労 す る こ と が 困 難 な 方
て‘、 就 労 を 希望 す る 6 5 歳未満 の 障
害者
就労継続支援 B 型
企 業 等 に 就 労 す る こ と が 困 難 な 方
て＼ 就 労 を 希望 す る 障害者

区 役所 ・
北須磨支所保健福祉課

（裏表紙）

〔利 用 者 負 担〕
本 人 の 所属 す る 世帯 の 収 入等 に 応 じ て 利 用 者 負 担 上 限 月 額 を 設 定 し て い ま す 。 た だ し 、 サ ー ビ ス に
か か る 費 用 の 1 割 に あ た る 額が、 利 用 者 負担上限額 よ り 低 い 場合 は 、 そ の 額 と な り ま す 。

⇒ 「 障害福祉サ ー ビ ス 等 の 利 用 者 負 担額 」 ( 2 8 ペ ー ジ参 照 ）

※ 介護保険 の 対 象 と な る 方 は 、 介護保険が優先 し ま す 。
※ 障 害者 に と っ て 、 必 要 な サ ー ビ ス を よ り 安心 し て 利 用 す る こ と が てき る よ う に 、 「計画相 談 支援」

サ ー ビ ス が創 設 さ れ て い ま す 。 こ の サ ー ビ ス を 利 用 す る 方 は 、 計 画 相 談 支援サ ー ビ ス の 申 請等 が
必 要 です 。
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●地域活動支援に よ る もの ※ 介護保険の対象 と な る 方 は、 介護保険が優 先 し ま す。

事 業 内 容

日 中 一時支援事業 （ 日 帰 り 利 用 ）

対象者の障害支援区分等 窓 口 等

障害者等の介護 を 行 う 者が疾病 や 冠婚葬
祭等により一 時的に居 宅 ての介護が

困難と なっ た場合等に日 中、 活動の場を提供

障害者（児）
区 役所 ・
北須磨支所保健福祉課
（裏表紙）

地域活動支援 セ ン タ ー

創作的活動 や 生 産 活動の機会を提供 障害者（児）

神戸市在住 て，，、 次の条件を満たす 方

利 用 施設に直接 申 込
（下記 一 覧 ）

重 度 障 害 児 （ 者 ） 入 院 時 コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 支援事業

・ 身体障害者にあ っては、 両 上肢に機 能
障害がある方 て＼障害支援区分が4以上の
重 度 訪 問 介護対象者 て，，、 現に 重 度 訪 問
介護、 居 宅 介護または行動援護のサ ー

ビスを 受 けている方
・障害児にあ っては、 学齢 児以 上であ っ

て、 身体障害者手 帳 l 級 お よ び、 2 級
か つ 両 上肢機 能障害の方 または療育 手
帳 A を 所持 してい る方 て，，、 現 に 重 度
訪 問 介護、 居 宅 介護または行動援護の
サ ー ビスを 受 けている方

重 度の障害児（者）で、 発語がわ かりに
くい 等の理由て‘、 入 院 時に医 師、 看護師
等 と の 意 思 疎通が 十 分 に 図 れ ない 場 合
に、 コ ミ ュ ニ ケ ー ション支援員を派遣す
る。 (41 ~ 42 ペー ジ参照 ） •発語

困難
などにより意 思表示が

困難
な方

・ 介護者がい ない 方

区 役所 ・
北須磨支所保健福祉課
（裏表紙 ）

●地域活動支援セ ン タ ー 一 覧

事業所名 称

障害者地域活動 支援センタ ー わかば

障害者地域活動 支援センタ ー あん ず

中央 地域活動 支援センタ ー

障害者地域活動 支援センタ ー

ひ だまり

地域活動 支援センタ ー

あさ がお

地域活動 支援センタ ー 長田

地域活動 支援センタ ー ヨ ハ ネ

ハ ー モ ニ ー 垂水

地域活動支援センタ ー

虹の里

地域活動 支援センタ ー

ジン ジ ャ ー ク ラブほ っ と

神戸 ア イ ライ ト協会
視覚障害者活動センタ ー

地域活動 支援センタ ー 夢ふ う せ ん

・ 障害支援区分 4 以 上の者てあって、 障
害福 祉サ ー ビスの、 病 院等にお ける重
度訪 問 介護を利 用 さ れている方は利 用
て きませ ん 。

電 話 FAX 郵便番号 所 在 地

822-q330 843-Q5q3 658-0046 東灘区御影 本町3-q-8

84 l-7Qq7 855-2qoq 657-0037 灘区備後町2-1-24-10I 

中央区吾妻通4-1-6
262-751 I 251-031 I 651-0076 神戸市生涯学習 支援センタ ー

北 棟2階

qo?-6223 58 l-8q I 6 651-1245 北区谷上東 町7-6
ア ルバ谷上B l階

q8 l-5 I 03 q8 l-5 I 03 651-1312 北区有野町有野341q-1

642-71 q I 642-72q 1 653-0845 長田区戸崎通2-8-3

737-6q36 735-2078 654-0015 須磨区奥山畑町2番地

7oq-8867 7oq-8867 655-0026 垂水区陸 ノ 町4-8

q61-5174 q61-5183 651-2252 西区平野町福中字道バタ
22-1 

452-6678 203-8070 658-0014 東灘区北 青木3-4-13

531-6340 531-6370 652-0802 兵庫区水 木通2-1-q
中山記念会館内

521-0555 521-0555 652-0802 兵庫区水 木通2-1-q
中山記念会館306
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事業所名称 電 話 FAX 郵便番号 所在 地

交流広場パッソ 576-8540 576-8540 652-0805 兵庫区羽坂通4-2-22

障害者地域活動支援センタ ー
5q4-qo23 5q4-qo23 651-1131 北区北五葉1-2-3

おばんざい菜 西鈴コー ポラス103

ゆるっとぷらっと 581-37q6 581-37q6 651-1242 北区山田町上谷上字古々 山2q-221
カワイケビル3階

十歌 578-0317 578-0317 653-0016 長田区北町3-2
土井ハイツ 1階

地域活動支援センタ ー

786-3133 786-3q4q 653-0853 長田区庄山町3-l -l q
ぽちぼちはうす

ふれあい浴場事業

⑩ 健康局環境衛生課 電話 3 2 2 -5 2 65 FAX 3 2 2 -2 7 2 5  

入浴し やすいよ う 、 手すり の設置などの設備改善を行っ た公衆浴場において、 介助者の手助けがあ
れば自力歩行が可能な高齢者などに対し 、 毎月2 回、 各2 時間、 介助者を伴っ て入浴がて きる 特別の
時間帯を設けます。

重症心 身障害者日中活動支援事業
⑯ 福祉局障害者支援課 電話 3 2 2 -5 2 3 1 FAX 3 2 2 -0 3 q 3  

在宅の重症心 身障害者を対象に、 日常生活動作・ 運動機能等に係る 訓練などを行います。
〔対 象〕 療育手帳Aおよび 身体障害者手帳1 種l 級（ 大島分類l ~ 4に該当）

（
児童発連支援

® 区役所・ 北須磨支所保健福祉課（ 裏表紙） ）

 

療育の観点から 集団療育および 個別療育を行う 必要がある と 認めら れる 、 主に未就学の障害のある
児童に対し て、 日常生活における 基本的な動作の指導、 知識技能の付与、 集団生活への適応訓練、
その他必要な支援を行います。

（
保育所等訪問支援

⑯ 区役所・ 北須磨支所保健福祉課（ 裏表紙） ）
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保育所等その他の児童が集団生活を営む施設に通う 障害児、 または乳児院等その他の児童が集団生
活を営む施設に入所する 障害児であっ て、 施設において専門的な支援が必要と 認めら れた障害児に
対し て、 集団生活への適応のための専門的な支援、 その他必要な支援を行います。

放課後等デイサ ービ ス

⑩ 区役所・ 北須磨支所保健福祉課（ 裏表紙）

学校教育法第1 条に規定する 学校（ 幼稚園およ び 大学を除く ） 、 第1 2 4条に規定する 専修学校、 第

1 3 4条に規定する各種学校に就学し ており 、 支援が必要と 認めら れた障害児に対し て、 授 業の終了
後または休業日に生活能力の向上のための必要な訓練、 社会と の交流の促進等その他必要な支援を
行います。

保育認定を受けた子ども の保育料等の軽減措置
⑩ 区役所・ 北須磨支所保健福祉課（ 裏表紙）

保育認定を受けた子ども の同一世帯に障害のある 方（ 身体障害者手帳、 療育手帳、 精神保健福祉手
帳等の交付を受けている 方） がいる 場合に、 保育所・ 認定こ ども 園等の保育料・ 副食費（ 給食費の
う ちおかず代やおやつ代） が軽減さ れる 場合があり ます。

3q I 

ゆるっとぷらっと

3 9

6 .  在宅福祉サービス等
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3-0803 長田区前原町1-5-6 （なし）  
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（ 日 常 生活の 支援 な ど ） 
（ ホ ー ム ヘ ルパ ー 派遣

※ 障 害 福 祉サ ー ビ ス を 利 用 さ れ る 方 は 、 計 画 相 談 支援 サ ー ビ ス の 申 請等が必要 て
，，
す 。

）
 

派遣対 象 介 護 内 容 対 象 者 窓 口 等

居宅介護
・ 家事援助

（調 理 、 掃 除、 買 物 等 の 家 事
サ ー ビ ス ）

・ 身体介護
（入浴、 排せつ、 食事の 介助等）

・ 通院等 （乗降） 介助
（通院 ま た は 官 公署 等 へ の 移
動 の 介助 ）

常
生

に

あ
る

害
者

害
児
の
\, ‘ 
る
家

障 害 支援 区 分 l 以上 の
①身体障害者 （ 児 ） 〔 身体障害者手帳所持者〕
②知 的障害者 （ 児 ）

〔療育 手帳 A、 B l 、 B2 程度〕
③精神障害者
④難病等対象者 (88 ~ 8q ペ ー ジ参照）

重度訪問 介護
重 度 の 肢体不 自 由 者 ま た は 重
度 の 知 的 障害 も し く は精神障
害 に よ り 行動上著 し い 困 難 を
有 す る 障害者てあ っ て 、 常 時
介護 を 要 す る 者 に 居 宅 に お け
る 入浴、 排泄 ま た は 食事 の 介
護、 そ の 他厚 生 労働省 令て定
め る 便宜 お よ び外 出 時 に お け
る 移動 中 の 介護 を 総合的 に 供
与 す る 。

障 害 支 援 区 分 4 以 上 に 該 当 し 、 次 の ① ま
た は ②の い ずれか に 該 当 す る 者
①二 肢 以 上 に 麻痺 等 が あ る 者 て あ っ て 、

障 害 福 祉 サ ー ビ ス に お け る 障 害 支 援 区
分 の 調 査 項 目 の う ち 「 歩 行 」 、 「 移 乗 」 、
「排尿」 、 「排便」 の い ずれ も が 「 支援が
不 要 」 以外 に 認定 さ れ て い る 者

②障 害 福 祉 サ ー ビ ス に お け る 障 害 支 援 区
分 の 調 査 項 目 の う ち 、 行 動 関 連項 目 の
合計点数が 1 0 点 以上であ る 者

同 行援護
視覚障害 に よ り 、 移動 に 著 し
い 困 難 を 有 す る 障害者等 に 行
う 外 出 支援 サ ー ビ ス

視 覚 障 害 に よ り 外 出 時 に 困 難 を 有 す る 障
害 者 、 小 学 生 以 上 の 障 害 児 て あ っ て 、 次
の 条件 を 満 た す 者 。
①身体障害者手帳所持者
② 同 行援護 ア セ ス メ ン ト 票 の 項 目 中 、 視

力 障 害 ・ 視 野 障 害 ・ 夜 盲 の 項 目 の い ず
れ か が 1 点 以 上 て、 か つ 移 動 障 害 の 項
目 が 1 点以上 の 者

行動援護
知 的 障 害 ま た は 精神障害 に よ
り 行動上著 し い 困 難 を 有 す る
障害者等が、 行動す る 際の 必
要 な 援助 を 行 う サ ー ビ ス

常 時 介護 を 要 し 、 か つ 、 次 の 条 件 を 満 た
す 者。
障 害 支 援 区 分 3 以 上 て あ っ て 、 障 害 支 援
区 分 の 認 定 調 査 項 目 の う ち 行 動 関 連項 目
等 の 点 数 が、 合 計 1 0 点 以 上 の 障 害 者 お
よ び障害 児
※ 原 則 と し て 、 そ れ ぞ れ の 状 態 が 6 か 月

程度継続 し て い る 場合。

重度障害者等包括支援
介護の 必要性が と て も 高 い 方
に 居 宅 介護等複数の サ ー ビ ス
を 包括 的 に 提供

障 害 支 援 区 分 6 （ 障 害 児 に あ っ て は 区 分
6 に 相 当 す る 支 援 の 度 合 ） て あ っ て 、 次
の い ずれ か に 該 当 す る 者
①四 肢 す べ て に 麻痺 等 が あ り 、 寝 た き り

状 態 の 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー 患者等
②障 害 支 援 区 分 の 認 定 調 査 項 目 の う ち 行

動 関 連項 目 等 の 点 数 が、 合 計 1 0 点 以
上 で あ る 者

区 役所 ・ 北須磨支
所保健福祉課

（裏表紙）

障害者相 談支援 セ
ン タ ー

( 1 00 ~ I O I ページ）

※ サ ー ビ ス の 利 用
に あ た っ て は 、

障害福祉サ ー ビ
ス 利 用 の 申 請 を
行 い 、 受給者証
の 交付 を 受 け 指
定事業者 と 契約
す る こ と が必要
てす 。

( 26 ペ ー ジ参照）

〔利 用 者 負 担〕
本人の 属 す る 世帯
の 収入等 に 応 じ て
利 用 者 負 担上 限 月
額 を 設定 し て い ま
す 。 た だ し 、 サ ー

ビ ス に か か る 費 用
の 1 割 に あ た る
額が、 利 用 者 負 担
上 限額 よ り 低 い 場
合 は 、 そ の 額 と な
り ま す 。
⇒ 「 障害福祉サ ー

ビ ス 等 の 利 用 者 負
担額 」

( 28 ペ ー ジ参照）
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（ ガ イ ドヘ ルパ ー 派遣

派遣対象 1 介護内容 I区 分

）
 

屋
外
て
の
移
動
が
困
難
な
障
害
者
等

外出支援

・ 外 出時の移

動の介護ま

た は介助

・ 外出先ての

排泄、 食事

等の介護ま

た は介助

・ 外出先ての

代筆、 代読

等

・ 外出に 伴 い

必要 と認め

ら れる 身の

回り の世話

肢 体

障害者

知 的

障害者

精 神

障害者

対 象 者

車 いす を 常用 し自走が

困
難

な小学 生以

上の 身体障害者手帳所持者 であ って 次の

いずれかに該当する 方

①左右の上肢の う ち いずれか一 方ま たは 両

方に機能障害があ り 、 かつ、 左右の下肢

の う ち いずれか一 方ま たは 両方に機能障

害があ る l 級ま たは2 級の肢体障害者

②左右の 上肢の う ち いずれか一 方ま た は

両方に 機 能障 害 があ り 、 かつ体 幹機 能

障害があ る l 級ま たは2 級の肢体障害者

注）車いす を 常用する 者は以下の者 を 含む

・ 屋内ては歩行器やった い歩 き等で 自

力歩行が可能てあ って も 、 外 出時に

は車いす ての移動 と なる 方

・ 屋外に おいて 数十メ ー ト ル程度の歩

行は可能てあ る が、 そ れ以上の歩行

に なる と車いすによ ら な ければ移動

が

困
難

に なる よ う な 方

①1 8 歳以上の者にあって は療育手帳所持者

②小 学 生以上1 8 歳 未満の 児童 にあ って は

療育手帳A、 B lま たはB2 程度の者

小 学 生以上の精 神障 害者保健福祉手帳所

持者

：
者

: 1上記の者 と 同等 と市 長が認める 者

窓 口 等

区役所・ 北須磨支所保健福祉課

（ 裏表紙）

障害者 相談 支援セ ン タ ー

( I  0 0 ~ I O I ペー ジ）

※サ ー ビ ス の 利 用にあ た っ

て は 、 移 動 支援 サ ー ビ ス

利 用の 申請 を 行 い、 利 用

者 証の 交付 を 受 け 認定事

業者 と 契約 す る こ と が必

要てす。

［利用者 負担］

本人の 属する 世帯の 収入

等に 応 じて 利 用者 負担上限

月額 を 設定 して いま す 。 た

だ し、 サ ー ビ ス に かかる 費

用の1 割にあ たる 額が、 利用

者 負担 上限額よ り 低 い場合

は、 そ の額 となり ま す。

⇒ 「障 害 福祉 サ ー ビ ス 等の

利用者 負担額」
(2 8 ペー ジ参照）

（ 重度障 害児 （ 者） 入院 時 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン支援 事 業 ）
 重度障 害児 （ 者） て

‘
、 発 語 が わ か りに く い な ど の事 情 の た め、 医 療 機 関に おい て 入 院 時の医 師や 看

護 師 と の 意 思疎 通 が 十分に 図れ な い 場 合、 本 人 の 希 望 が あれ ば障 害福 祉 サ ー ビ スて
‘
ご利用 中の ヘ ル

パ ー （居 宅介護 従事 者等 ） を コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支 援 員 と して 派 遣 し、 円滑 な 診 療 行 為 な ど が行 え

る よ う 支援 し ま す 。

〔対 象〕 ① 次の要件をすべて満たす方

l ．市 内に 居住する 18 歳以 上の身体障 害者手帳 所持 者

2 ．両上肢に機 能障 害がある方

3 ．障 害支 援 区分4 以 上の重度訪 問介護対 象者

4．実際に 「
重度訪 問介護 」または 「居 宅介 護 」のサー ビスを受けている方

5 ．発 語 困難等 のため意思表 示が 困難 な方

6 ．コミュニケー ション支 援 者 がい ない方またはこれに 準ずる方

② 次の要件をすべて満たす 方

l ．市 内に居 住する 18 歳以 上の身体障 害者手帳 所持 者

2 ．障 害支援 区分4 以 上の方

3 ．実際に 「重度訪 問介護 」、「居 宅介護 」または 「行 動援 護 」のサー ビスを 受けている方

4．発 語 困難等 のため意 思表 示が 困難 な方

5 ．コミュニケー ション支 援 者 がい ない方またはこれに 準ずる方

③ 次の要件をすべて満たす 方

l．市内に 居住する小学生以 上 18 歳未満の身体障 害者 l級および2 級かつ両上肢機能障 害の

方、または療育手帳A を所 持 している方

2 ．実際に 「重度訪 問介護 」、「居 宅介護 」または 「行 動援 護 」のサー ビスを 受けている方

3 ．発 語 困難等 のため意思表 示が 困難 な方

4．コミュニケー ション支 援 者 がい ない方またはこれに 準ずる方

※① ② ③ の方て
‘
病 院等における重度訪 問介護を利用されている方は利用て

‘
きません。

〔支 給 量 〕 ・ 入院 か ら 当初 3 日間 は 1 日あ た り 原 則 10 時 間以 内

· 4 日目以降 l 日あ た り 原 則 5 時 間以 内

• 3 0 日を 上 限 と し、 15 0 時 間を 上 限 と す る

   療育手帳     
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〔利用者 負 担〕 費 用の 1 割 負 担 （ 市民 税額に応じ て障害福祉サ ー ビス と 同 額の 負 担上限月額の 設定
があ ります。 た だし生活保護受給者 ・ 市民 税非課税世帯は無料て

＇
す ）

〔利 用 方 法〕 お住 まいの 区役所 ・ 北須磨支所保健福祉課 （ 裏表紙） て‘ご相談の う え 申 請してく
だ さい。 支給決定した方には、 利用者証を 交 付 します の て

＇
、 事業者と契約 のう え、

支給量の 範 囲 内て‘ご利用いただ けます。

（病院や施設から地域生活への 移行に対する支援等 ）
 事業内容 対 象 者 窓 口 等

地域移行支援 以下の い ずれかに 該 当 す る 方
①障害者支援施設等の入所者こ れから 地域 生活へ 移 ②精神科病 院 に入院 し て い る 精神障害者行 し よ う と す る 方 の 訪 ③救護施設、 更 生施設の入所者 区役所 ・

問 相談、 同 行 訪 問、住 ④刑 事施設、少年院 に入所 し て い る 特別 調整対象者 北須磨支所保健福祉課
居確保の 支援等 ⑤ 更 生保護施設等の入所者 （裏表紙）

障害者相談支援センタ ー

以下の い ずれかに 該 当 す る 、地域 生活が不安 定 て＼ ( I 00~ I O I ペ ー ジ）
地域定着支援 緊 急 時 の 支援が必 要 な 障害者等
地域 の 生活が不 安 な 方 ①単 身 生活者 ※サ ー ビス の 利 用 に あ た っ
に 対 し て 、 緊 急 時 の 電 ②障害 ・ 疾病等 に よ り 同 居家族 に よ る 緊急対応が見 て は、 障害福 祉サ ー ビス

話相談や、訪問支援等 込め な い 方 利 用 の 申 請 を 行 い、 受 給
③家族 と の 同 居から 一 人暮ら し に 移行 し た 方 な ど 者証 の 交 付 を 受 け 指 定 事

自 立生活援助 業者 と 契 約 す る こ と が 必
障害者支援施設や グル ー プホ ー ム 等から 一 人暮ら し 要て，，す 。 (26ペ ー ジ参照）定 期 的 な 訪 問、 電話 に 移 行 し た 障害者て＼ 理解力 や 生活力 等 に 不安があメ ー ル 等 に よ る 相 談、 る 方必 要 な 助 言 等

手話通訳者・要約 筆記者の 派遣
⑮神戸市身体障害者団体連合会 電話 341-8644 FAX 341 -7706 

【手話通訳者】 （神戸ろう あ 協会 電話 371-307 I FAX 371-3052) 
〔対 象〕 手話通訳を 必要とする聴覚 ・ 言語 障害者が公的機関 ・医療機関等で社会生活上必要な場合 。

社会参加の ための資格取得や技能 を 向上させるための 講習を 受講する場合 。
【要約 筆記者】 （神戸ろう あ 協会 電話 5q5-q877 FAX 5q5勺877)
〔対 象〕要約 筆記通訳を 必要とする聴覚 ・ 言語 障害者が公的機関 ・医療機関等て社会生活上必要

な場合 。
社会参加の ための資格取得や技能 を 向上させるための 講習を 受講する場合 。

手話通訳者の 区役所配置
⑯ 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所 （ 裏表紙）

各区役所 ・ 支所に、 手話を 必要とする方の 意 思疎通を 支援する手話通訳者を配置しています。
〔配置日時〕 平日 8: 45 ~ |2: 00、 13: 00 ~ |7: 30 

盲ろう 者 向 け通訳・介助員の 派遣
⑩ ひ ょ う ご盲ろう者支援センタ ー 電話 57q-760 I FAX 57q-7603 

外 出 が困難 な視覚 ・聴覚重複障害の ある方に通訳 ・ 介助員を 派遣します。
〔対 象〕 視覚、聴覚障害の 両 方ともが記載 されている身体障害者手帳を お持 ち の 方

（ 等級 ・ 年 齢制限なし）

失 語 症者向 け 意思疎通支援者の 派遣
⑯ 福祉局障害福祉課 電話 322-6300 FAX 322-6044 

兵庫県言語聴覚士会 eメ ー ル s hitsug o _st hyo g o @ya ho o .co .j p FAX 7q3-5070 

意 思疎通を 図る こ とが困難 な失 語 症の 方に、 外 出 の 同行や公共交通機関利用時の 援助等を 行う 意 思
疎通支援者を 派遣します。
※事前登録が必要て‘す。
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日常生活自立 支援事業 （ 福祉サ ー ビス利用援助事業）
⑱ 安心 サ ポ ー トセンタ ー 電話 271-5358 FAX 271-2250 

福祉サ ー ビス の 情報提供 • 利用手続 きの お手伝 いや日常的な金銭 管理などの サ ー ビス を契約 により
提供します。

〔対 象〕 判断能力が十分てないなどの理 由 て日常生活に支障の ある知的 ・ 精神障がい者や認知症
高齢者で、契約 を理解する こ とがで きる方

〔 内 容〕 ①福祉サ ー ビス 利用手続 きの お手伝 い
②日常的金銭 管理 （ 預貯金払 出 等）
③預貯金通帳等の 金融機関の 貸 金 庫ての お預かり

〔利用 料〕 ① ・ ②はセットで、 30 分あ たり 500 円 とサ ー ビス にかかる交通費実費、 通帳を 当 セン
タ ー て保 管 する場合 は保 管 料 l か月 200 円 、 ③は残高 1,000 万 円 未満の 場合 は、 1 か

月 500 円 と払 出 1 回 あ たり 1,000 円 、 残高 1,000 万 円 以上の 場合 は、 1 か月 1,000
円 と払 出 1 回 あ たり 2,000 円

訪 問理美容サ ー ビス
⑩ 区役所・北須磨支所保健福祉課 （ 裏表紙）

身体の 障害によ り 自力て‘理容所や美 容所に行く こ とが困難 な方に対して、 自宅て調髪やカットが受
けられる訪 問理容 ・ 美 容事業を 行います。

〔対 象〕 65 歳未満の I • 2 級の 身体障害者
〔 料 金〕 1 回 2,000 円
〔 内 容〕理容は調髪、 美容はカットのみ

※申 請時期により利用回 数は異なります。

重 度身体障害者訪 問 入浴サ ー ビス
⑩ 障害者相談支援センタ ー ( I 00~|01ペ ー ジ）

※介護保険の対象となる方は、 介護保険が優先します。
〔対象〕18 歳以上の 身体障害者手帳（ 肢体不自 由 ）2級以上の 方て，，

、以下のいずれにも該 当 する方
・ 常時 臥床または これに準 ずる状 態てあ って、本サ ー ビス によらな ければ入浴が困難 な方
• 福祉施設等に入所または病院等に入院していない方
・医師 が入 浴 可 能と認 め た方

※他の サ ー ビス で、 入浴サ ー ビス の 利用を 受けている方は対象外
〔費 用〕 1 回 800 円 （ 生活保護世帯 利用者負 担なし）

電話 リレ ー サ ー ビス
⑯ （ 一財）日本財団電話 リレ ー サ ー ビス 電話 03-6275-oq I 2 FAX 03-6275-oq 13 

聴覚障害者、発話困難 者と、き こえる人 （聴覚障害者等 以 外 の 人 ）との会話を 通 訳 オペ レ ータ が
「 手話」または 「 文 字 」と 「 音 声 」を 通 訳する ことにより、電話て，， 即時 双 方 向 につ な げるサ ー ビス

てす。
利用 には事前 登 録 が 必要て吋す。電話 リレ ー サ ー ビスカスタ マ ー センタ ー ヘ お 問い合 わ せ く だ さい。
〔ホ ー ムペ ー ジ〕h t tps ://www. nftrs .or.jp/
〔eメ ール〕info @nftrs .or.jp
〔手話 ・ 文字チャット〕h廿ps : //www.nftrs .or.jp/con tact

ヨメ テル （ 文字表示 電話サ ー ビス）
⑱ ヨメ テル カスタ マ ーセンタ ー 電話 0120-328-123

電話で 相 手 先 の 声 が聞 こえにくい ことがある人 への サ ー ビスとして、通話相手の 声 を 文 字 にする電
話ア フ

゜
リてす。24時間 ・ 365日、 双 方 向 ての 利用、緊急 通報機関 への 連絡も可 能 です。通話相手の

声 を 文 字 にする ことて‘ 、電 話 て のコ ミ ュ ニケ ー シ ョ ンを ス ム ー ズ にする、法 律 に 基 づいた 公共イン
フラとしての サ ー ビス てす。

利 用 には事 前 登 録 が 必要です。ア フ
゜ リの ダウン ロ ー ド後 に オンライン て 登 録 手続 きを 行ってく だ

さい。
〔ホ ー ム ペ ー ジ〕 h t tp s : / / www . yo m e t e l . jp /
〔 文 字 チ ャット・ ビデ オ通話 ・ メ ール〕 h t tp s : / /www . yo m e t e l . jp / c o n t a c t
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難病患者「登録者証」

®健康局保健所保健課 電話 333-3330 FAX 322-6053 

難病法に基づく指定難病 (348 疾病：2025 年4 月現在）の患者であることを証明するもので
す。障害福祉サ ー ビス等の利用申請時や 、 公共職業安定所（ハロ ー ワ ー ク）ての職業相談・職業
紹介の際に証明の求めがあった時など 、 福祉・就労等の各種支援を受ける際に活用て

‘
きるよう 、

マイナンバ ー 連携を行います。また 、 希望者には紙の登録者証を発行します。

（掌品
集

（相談支援専門員・ケアマネージャー等） ） 
地域や身近な人・親族等によるこ｀ み出しの協力や障害福祉サ ー ビス等による支援を受けられず、

クリ ー ンステー ションまて自らごみを持ち出すことが困難な方に対して 、 玄関先まて
‘
ごみ収集に伺

うサ ー ビスです。申請にあたっては、 身体状況や生活状況などの確認が必要なため 、 ご担当の支
援者等を通じてお申し込みください。
〔要 件〕高齢者：65 歳以上のひとり暮らして 、 要介護 I 以上の方

障害者：障害のある 、 ひとり暮らして＼障害支援区分 I 以上の方
※上記の要件に該当しない方ても 、 ごみ出しがてきずお困りの場合は 、 支援者（相談支援専門

員・ケアマネ ー ジャ ー 等）にご相談ください。

水道料金等の点字または音声コ ー ド付き文書てのお知らせ
®水道局お客さま受付センタ ー 電話 7q7-5555

通知をご希望のお客さまに、水道料金・下水道使用料のお知らせを点字または音声コ ー ド「Un i­
Vo ice」 付き文書てお知らせいたします。
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（
スマー トこうべ ） 

神戸市や地元新聞社が発信するイベント情報・記事を「おてかけ・活動 、健康•福祉 、 子育て・教
育、 くらし・手続き」のカテゴリで閲覧て

‘
きます。

「くらし・手続き」項目内には「現在発生中の災害情報」と表し 、 神戸市内で発生した災害を記載
しています。また 、 「市内の防犯情報」も確認て

‘
きます。

〔ホ ー ムペ ー ジ〕https://smartkobe-porta l. com/

（支援制度検索サー ビス ）

 
自分や家族が利用できる “ くらし” •‘‘健康” に関する支援制度について検索て‘

きるサ ー ビスです。
〔ホ ー ムペ ー ジ〕https: //sh i en se i d o. smart ko be-po rta I. com/ 

（

 

安 全 ヽーノ
安心カ ー ド

®消防局救急課、各消防署 (70~71 ペ ー ジ）

家族、かかりつけの病院等を記載する安心カ ー ドを配布します。このカ ー ドを主に外出時などに所
持してもら うことにより、たとえ所持者が意識不明となっても、適切な救護を可能にします。
カ ー ドは消防局ホ ー ムペー ジからもダウンロ ー ドてきます。
https://www.city.kobe.lg.jp/a843Qq/bosai/shobo/ambulance/anshin.htm1 

安心シ ー ト
®消防局救急課、各消防署 (70~71 ペ ー ジ）

緊急連絡先やかかりつけ病院、持病等を記入する「安心シ ー ト 」 を配布します。「安心シ ー ト 」 は
宅内に設置し、家庭内で発生したケガや病気の際に、駆けつけた救急隊に情報を提供するものです。
「安心シ ー ト 」 は情報を記入する用紙と、「安心シ ー ト 」 の設置を救急隊に知らせるため、玄関に
貼る「表示マ ー ク 」 の二つで構成されています。
「安心シ ー ト 」 は消防局ホ ー ムペ ー ジからもダウンロ ー ドてきます。
https://www.city.kobe.lg.jp/a843Qq/bosai/shobo/ambulance/ansin_seat.htm1 
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地域や身近な人・親族等によるごみ出しの協力や障害福祉サービス等による支援を受けられず、
クリーンステーションまで自らごみを持ち出すことが困難な方に対して、玄関先までごみ収集に伺
うサービスです。申請にあたっては、身体状況や生活状況などの確認が必要なため、ご担当の支
援者等を通じてお申し込みください。
〔要　件〕高齢者：65歳以上のひとり暮らしで、要介護1以上の方
　　　　　　　障害者：障害のある、ひとり暮らしで、障害支援区分1以上の方
※上記の要件に該当しない方でも、ごみ出しができずお困りの場合は、支援者（相談支援専門
員・ケアマネージャー等）にご相談ください。

神戸市や地元新聞社が発信するイベント情報・記事を「おでかけ・活動、健康・福祉、子育て・教
育、くらし・手続き」のカテゴリで閲覧できます。
「くらし・手続き」項目内には「現在発生中の災害情報」と表し、神戸市内で発生した災害を記載
しています。また、「市内の防犯情報」も確認できます。
〔ホームぺージ〕https://smartkobe-portal.com/

自分や家族が利用できる“くらし”・“健康”に関する支援制度について検索できるサービスです。
〔ホームぺージ〕https://shienseido.smartkobe-portal.com/

難病法に基づく指定難病（348疾病：2025年4月現在）の患者であることを証明するもので
す。障害福祉サービス等の利用申請時や、公共職業安定所（ハローワーク）での職業相談・職業
紹介の際に証明の求めがあった時など、福祉・就労等の各種支援を受ける際に活用できるよう、
マイナンバー連携を行います。また、希望者には紙の登録者証を発行します。
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「くらし・手続き」項目内には「現在発生中の災害情報」と表し、神戸市内で発生した災害を記載
しています。また、「市内の防犯情報」も確認できます。
〔ホームぺージ〕https://smartkobe-portal.com/

自分や家族が利用できる“くらし”・“健康”に関する支援制度について検索できるサービスです。
〔ホームぺージ〕https://shienseido.smartkobe-portal.com/

難病法に基づく指定難病（348疾病：2025年4月現在）の患者であることを証明するもので
す。障害福祉サービス等の利用申請時や、公共職業安定所（ハローワーク）での職業相談・職業
紹介の際に証明の求めがあった時など、福祉・就労等の各種支援を受ける際に活用できるよう、
マイナンバー連携を行います。また、希望者には紙の登録者証を発行します。
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緊 急 通報システ ム 「 ケア ラ イ ン11q 」
⑱消 防 局予防課、 各 消 防 署 (70~71ペ ー ジ）

ひとり暮らしの高齢者や障害のある人が、家庭内ての急病、火 災 など の緊 急時に、ご家庭の電話機
から消 防 局 ケア ライ ン受信センタ ーに通報するシステ ム てす。
利 用 者は、氏名 、住所、既往症やかかりつけ病院 など の情報をあ らかじめケ ア ラ イ ン受信センタ ー

に登録しておくことて＼ 緊 急時に通報すると 「近隣協力者の駆けつけ」 や 「 消 防 署からの出 動」 に
より速やかな救護を受けることがてき ます。

〔対象 者〕
神戸市内に在住の、システ ムを有 効に利 用することがて‘ きる次 の①～ ⑤ のいずれかにあ てはまる

方。自宅に固定電話があ り、近隣協力者の協力が得 られることが条件となります。
① ひとり暮らしの方て‘突 発的に生命に危険 な症状 が発生する持病のある方
②ひとり暮らしの重 度 身体障害者て＼ 緊 急事態に機敏に行動することが困 難 な方
③ひとり暮 らしのお年寄り(65 歳以上） て身体病 弱 なため、緊 急事態に機敏に行動することが

困 難 な方
④ ふたり暮らして、そのうちひとりが①か②の症状に該 当し、昼 間 など ひとりて暮らす 時 間 が長い方
⑤ お年寄り(65 歳以上） のふ たり暮らして‘そのう ちひとりが①～ ③の症状に該 当する方
※携帯 電話は登録てき ま せ ん。
※構内電話交換機が設置 さ れ 、代表番号を通 知する住宅からは登録て‘ き ま せ ん。
※電話番号を非 通 知としている方は、通 知に変 更していただく必要 があります。
※諸般の事情により近隣協力者が見 つからない場合て‘も、登録は可 能 て，，す。

申 込み 受付 は通 年 行っています。申 込用紙に必要事項を記 入のうえ 、お近くの消 防 署にご提 出くださ い。
パン フ レ ッ ト ・ 申 込用紙はホ ー ムペ ー ジからダ ウ ンロ ー ドで き ます。
https://www.city.kobe. l g .jp/a I 0878 /bosai/shobo/ I I q /carel ine.html 

ひ ょ う ご 防 災 ネ ッ ト
⑩ 危 機管理局 危 機対策課 電話322-6456

事前に携 帯 電話やパ ‘ノ コ ンのメ ールア ド レ スを登録すると、神戸市や兵庫 県からの
避難 情報、地 震 情報（震度4 以上）、津波警報· 注意報、気 象 警報、土砂災害警戒
情報、国 民保 護 情報など 緊 急 情報のお知 らせメ ールが届 き ます。

※登録、情報提供は無料 て‘す が、メ ール受 信 、ホ ー ムペ ー ジ閲 覧時には、通 信料 が
必要です。

※ご登録は、http ://bosai .net/kobe/からで き ます。内容確認の返信メ ールが送信 さ れ ます のて＼
迷惑メ ール防 止設定をさ れ ている方は info@bosai .netからのメ ールを受 信 て‘ きるようにしてお
いてくだ さ い。

スマ ー ト フ ォ ンをご利 用 の場合は、ア プ リもあります。
※ 〔App Store〕ま たは 〔Goog le P lay〕て‘

「 ひ ょ う ご防 災」 て‘検索 し、ダウ ンロ ー ド してくだ さ い。
※初 回 起動時に、情報受信 の設定が必要となります。

□ょう ご 防災 J 
An d ro id  

じt1 響
iOS 

口置冒 麗
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神 戸 市 N ET I 旧番通報 シ ス テ ム
⑱ 消 防局警防部 司 令課 電話 3 3 3-0 I 旧 FAX 3 2 5-852q 

通報が困 難な 方 が携帯電話の イ ン タ ー ネ ッ ト 機能 を 利 用 し て l 内 番てき 、 救急車 や 消 防車 の 要 請が
て き る 通報 シ ス テ ム てす 。 利 用 す る に は 、 事前登録が必要 に な り ま す 。

〔利 用 対象者〕 聴覚 ・ 言語機能等 に 障害 が あ り 、 電話 （音声 ） に よ る 通報が困 難 な 方 で神 戸 市 内 に
在住 さ れ て い る 方

〔利 用 てき る エ リ ア 〕 日 本 国 内 全域
た だ し 、 N ET I 内番通報システ ム を 導入 し て い な い地域か ら の通報は、 神 戸 市消 防
局 に通報が入 り ま すの て＼ 状況 を 確認 し た の ち に、 管轄消 防本部 に転送 し ま す。

〔使用 上 の 留 意事項〕 イ ン タ ー ネ ッ ト サ ー ビ ス の ご利 用 、 GPS 機能 に よ る 位 置情報 の 通知設定が必要
〔

；
［9直

手

(:：；

案
g：□9

e

::
99

l

：□竺�:L を置

メ ー ル ア ド レ ス 認証後、 再度 メ ー ルが届 き ま す 。 申 請 内 容 を 入 力 、 申 請 を 行 い ま す 。 住所 の 入
力 に つ い て は マ ン シ ョ ン 名 お よ び部屋番号 ま て入 力 し て く だ さ い 。

④通報 U RL の お 知 ら せ
消 防 か ら 5 日 以 内 に 通報 U RL が発行 さ れ ま す 。 通報 U RL を 開 き ブ ッ ク マ ー ク ・ ホ ー ム 画 面 に
追加 を し ま す 。

聴覚障がい 者等FAX 1 1 q
FAX番号 3 q 2- 1 I I q （ 緊急通報専用 ）

⑮ 消 防局 警防部 司 令課 電話 3 3 3-0 I I q FAX 3 2 5-852q 
通 常 の 電 話 に よ る I I q 番 通報 て は 、 火 災 お よ び救 急 事 故 等 の 発 生 を 知 ら せ る こ と が 困 難 な 耳 ま た
は 言 葉 の 不 自 由 な 方 が 利 用 てき る よ う 、 緊 急 通報 用 フ ァ ク ス を 開 設 し て い ま す 。 通報 用 紙 の テ ン プ
レ ー ト を 用 意 し て お り ま す の て，， 、 必 要 な 方 は 消 防 局 ホ ー ム ペ ー ジ ( http s : / /www . c i ty . ko b e . l g .j p /
a I 7 I oq / b o s a i / s h o b o /  I I 町fax I I q , h t m | ) か ら ダ ウ ン ロ ー ド し て く ださ い 。 通報 に 際 し て 、 特 に
登 録 等 の 必 要 は あ り ま せ ん 。

お く る 電 （てん） （ 神 戸 市病院送迎紹 介 コ ー ル セ ン タ ー ）
電話 0 50-37 3 3-7 5 5 5

⑱ 消 防局救急課、 各消 防署 ( 7 0 ~ 7 1 ペ ー ジ）
「 病 院 な ど に 行 き た い け れ ど、 手 立 て （ 交 通手段） に 困 っ て い る 。 」 と い う 方 に 、 最寄 り の 介護 タ

ク シ ー 等 を 自 動音声 に よ り 紹介す る コ ー ル セ ン タ ー てす 。
ロ ボ ッ ト に よ る 自 動応答電話 シ ス テ ム と な っ て お り 、 全 て 声 てや り 取 り て き ま す 。
乗 る 場所 に 一 番近 い 会社 を 選別 し 、 3 社 ま て紹介 し ま す 。 利 用 者が紹介 さ れ た 事業者 を 1 つ選ぶ と 、
利 用 者 と 事業者 は 直接通話てき る よ う に な る の て＼ 具体的 な 予約 内 容 を 直接や り と り て｀ き ま す 。
利 用 の 対 象 者 は 、 病 気 等 があ っ て も 、 緊急性の な い症状の 方 を 想 定 し て い ま す 。 救急車が必要 と 判
断 し た 場合 に は 、 救急車 を 要請 し て く だ さ い 。
※ 登録料や シ ス テ ム 利 用 料 は 無料て吋す 。 通話料の み か か り ま す 。

た だ し 、 運賃 は 別 途支払 う 必要があ り ま す 。

リ アルタイ ム災害情報 （ウ ー カ ンテ レフォンサ ー ビス ）
⑱ 消 防局 警防部 司 令課 電話 333-0 I I q FAX 325-8529 

ご 家 庭 の 固 定 電 話 や 携 帯 電 話 を 使 用 し 、 「 0 7 8 - 3 9 1 - 0 1 1 9 」 に 電 話 す る こ と て，， 、 神 戸 市 内 て発 生
し て い る 災 害 情 報 を 自 動 音 声 て お 知 ら せ し ま す 。
自 宅 付 近 て 消 防 車 の サ イ レ ン が 聞 こ え て き て 不 安 に な る こ と 等 あ る か と 思 い ま す 。 そ ん な と き に 使
用 し て く だ さ い 。
※ 火 災 等 の 大 き な 災 害 を 対 象 と し て い る こ と か ら 、 救 急 事 案 の 掲 載 は し て お り ま せ ん 。

同 時 多 発 的 に 電 話 さ れ ま す と 繋 が り に く い 場 合 が あ り ま す 。
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（災害への備え ） 
災害発生時や災害発生のおそれがある時に、最新の防災情報をまと めてわか リやすく提供するた
め、特設サイト 「神戸市リアルタイム防災情報」 を運用しています。
く神戸市リアルタイム防災情報＞

http s://city -kobe.my .salesforce-sit es.com/ 

市民の生命、身体および財産を災害等から守るため、防災に関する業務や対策などを地域防災計画
て定 めています。地域防災計画は神戸市のホ ー ムペ ー ジて紹介しています。
く神戸市地域防災計画のペ ー ジ＞

http s://www.city .kobe.lg.jp /a46 I 52/sh i se/kekaku/ki ki kanri sh it su/p lan/i ndex.ht ml 
0防災対応マニュアル

・要援護者支援マニュアル など

福祉避難所
⑮福祉局くらし支援課 電話322-0308 FAX 322-603q 

福祉避難所は、災害時に 一般の避難所て
‘
の生活において、何らかの特別な配慮を 要する方々のため

に、市が二次的に開設する避難所てす。
※福祉避難所には、直接避難していただくことはてきません 。大規模災害時には、施設自体の被災

や職員参集の遅れなどで、指定施設に在宅の 要援護者を受け入れる余裕がない場合があることも
予想されるためて

‘‘
す。

【福祉避難所への避難の流れ】
①避難が必要な方は、まずは、お近くの小学校などの指定避難所へ避難していただきます。
②保健師等が指定避難所を巡回し、本人やこ｀家族の意向や状況を確認したうえて

‘
、市が対象者を決

定します。
③福祉避難所ての受入が決定した方は、家族等の支援により移動していただきます。移動手段が無

い方は、各区の窓口へご相談ください。
福祉避難所指定施設 一 覧 http ://www.city .kobe.lg.jp /a46 I 52/bosai/p reventi on/evacuati on.ht ml 

（

 

介護保険 ーヽ
ノ

介護保険によるサ ー ビスの利用
⑱福祉局介護保険課（電話322-6228 FAX 322-6Q4q) 

区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）
区役所保険年金医療課（北神区役所・北須磨支所は市民課） （裏表紙）

※詳細については、上記問い合わせ先もしくはパンフレット 「介護保険のあらまし」 にてご確認く
ださい。

介護保険によ リサ ー ビスを受ける場合は、介護や支援が必要て
‘
あるとの認定（要介護認定・要支援

認定） を受ける必要があります。
※2017年4月から、 要支援者が利用するサ ー ビスの うち、訪問介護と 通所介護については、市町

村が地域の実情に応じた取組みがてきる 「介護予防・日常生活支援 総合事業」（総合事業）とな
りました。

総合事業の訪問型・通所型 サ ー ビスは、要支援I· 2の方に加えて、あんしんすこやかセンタ ー（＊）
て

‘
実施する基本チェックリストによリ、生活機能の低下がみられた 「事業対象者」の 方もご利用いた

だけます。
第2号被保険 者(40~6 4歳）は、 基本チェックリスト実施の対象外です。要介護・要支援認定
の申請を行ってください。

（＊） 「あんしんすこやかセンタ ー 」は神戸市が 設置する高齢者の介護 相談窓口です。
所在地、連絡先等については、神戸市ホ ー ムペ ー ジからご確認ください。

こロニロ：てきま口疇
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● 介護保険のサ ー ビ ス は 、 以下の と お り てす。
※ 要支援 I • 2 と 認 定 さ れ て い る 方 は、 下記サ ー ビ ス に つ いて、 介護 予 防 を 重 視す る 内 容て

，，
サ ー ビ

ス が提供 さ れ ま す。 た だ し 、 ＊ 印 の サ ー ビ ス は 受 け ら れ ま せ ん。
0 「 要支援 I • 2」 「 要介護 l ~ 5 」 の 方 が利用て

｀
き る サ ー ビス

在 宅 サ ー ビ ス
自 宅 て利 用 するサ ー ビス

． 訪 問 介護（ホ ー ムヘル フ゜サ ー ビス）
※ 要 支援 I • 2 の方は総合事業

・ 夜間対応型 訪 問 介護＊
． 訪 問 入浴介護
． 訪 問 看護
． 訪 問リハ ビリテ ー ション
・ 居 宅療養管理指導
・ 定期 巡回 ・ 随時対応型 訪 問 介護看護＊

施設に通って利 用 するサ ー ビス
・ 通所介護（デイ サ ー ビス）

※ 要 支援 I • 2 の方は総合事業
・ 地域密着型通所介護＊
・ 認知症対応型通所介護
・ 通所リハ ビリテ ー ション（デイ ケ ア ）

短期 入 所 して利 用 するサ ー ビス

生活環境 を 整 えるサ ー ビス
•福祉 用 具貸与
• 特定福祉用 具販売
・ 住 宅 改修

その他のサ ー ビス

• 特定施設入居者生活介護
（有料老人 ホ ー ムなど）

・ 小規模 多 機能型居宅介護
・ 認知症対応型 共 同 生活介護

（グル ー プホ ー ム）
（要支援 l の 方は利 用 て‘ きませ ん ）

・ 居 宅 介護支援
（ケ ア プランの作成 ）

・ 看護小規模 多 機能型居宅介護＊

神戸市独自 サ ー ビス
・ 短期 入 所生活介護（ショ ー トステ イ ） ・ ミ ド ルステ イ サ ー ビス＊
・ 短期 入 所療養介護 ・ 緊 急 一 時保護サ ー ビス

・ 災 害 時 シ ョー トス テ イ サ ー ビ ス ＊

施設サ ー ビ ス

・ 介護老 人福祉施設
（特 別 養護老人 ホ ー ム）＊ 
（新 規 入 所は、 原 則 、 要 介

護 3 ~ 5 と 認定 さ れた方 ）
・ 介護老 人保健施設

（老 人保健施設 ）＊ 
・ 介護 医 療院 ＊

0 「 要支援 I • 2」 「事業対象者」 の 方 が利用てき る サ ー ビス （ 総合事業の訪 問 型 ・ 通所 型 サ ー ビス ）

サ ビ スの種類 内 容 備 考

自
介護 予防訪 問 サ ー ビス ホ ムヘ ル パ ー が 自 宅 を 訪 問 し 、 身体介護

や 生活の援助 を行 う ものてす。
宅
て｀

生活支援訪 問 サ ー ビス
市の定 め る研修 を修 了 し た方等が自 宅 を 訪

利 問 し 、 生活の援助 を行 う ものです。
用
す 詳 細 につ いては、 あん し ん
る 住 民 主体訪 問 サ ー ビス

N PO 法人等のボランテ ィ ア により、 掃除、
買 い 物 などの生活の援助 を提供 し ます。 す こ や かセン タ ー に ご 相談

くだ さ い 。

デ イ サ ビ スセン タ ー などに通 い 、 生 活 機

施 能 を 向 上さ せるため 、 食事等の日 常 生 活 上
ミ双n 介護 予防通所サ ー ビス

の 支援などの ほ か 、 利 用 者の 心 身 の状 態 や
等 目標にあわせた選択的なサ ー ビス（運動器機
に
通 能 向 上、 栄 養 改 善 、 口 腔 機 能 の 向 上）を 提
つ 供 します。

て
利 栄養（食 ・ ロ 腔 ）、 運動、 社 会参加 を取り
用 フ レ イ ル改善通所 入 れたプログラムを週 l回qo分程度行 い 、 詳 細 につ いては、 あん し ん
す
る サ ー ビス 運動 習 慣 など介護 予防に資する活 動 を 身に す こ や かセン タ ー に ご 相談

着 け、 引 き 続 き 自 ら取り組 む 機会 を 提供 し くだ さ い 。
ます。

地域 福 祉センタ ー や 集 会 所などて、 週 l回程 詳 細 につ いては、 あん し ん
地域拠点型 一般介護 予防事業 度、 介護 予防につながる活動をしています。

体操や レクリエー ション、 給食、 専門職による介護 す こ や かセン タ ー に ご 相談

予防講座等、 様々 なメ ベューを提供 しています。
くだ さ い 。

そ の他、 地域に は サ ロ ン、 体操教室 な ど 自 主 的に運営 さ れて い る 気軽に 立 ち 寄 れ る通いの場 が あ り
ま す。 詳細に つ いて は、 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー に お 問 い合 わ せ く だ さ い。
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住 宅
ヽ ーノ

市営住 宅
⑯神戸住 環境整備公社 市営住 宅募集係 電話 647-q8Q4 FAX 647-q625 

・ 障害者世帯 向住 宅
身体障害 1 ~ 4 級、 知的障害 A ~ Bl、 精神障害 1 ~ 2 級、 戦傷病者、難病患者のいずれか

に該 当 する方がいる世帯が対象 （ 単身世帯可）
・ 車椅子常用者世帯 向住 宅

車椅子を 常用しており、 身体障害 l ~ 2 級、 戦傷病者のいずれかに該 当 する方がいる世帯が対
象 （ 単身世帯可）

・ 身体障害者世帯 向住 宅
身体障害 1 ~ 4 級、 戦傷病者のいずれかに該 当 する方がいる世帯が対象 （ 単身世帯可）

※上記の ほか、 身体障害 1~4級、 知的障害A~B2、 精神障害 l~3級、 戦 傷病者、難病 患者等
については、 年 齢に関 わらず、 一 般市営住 宅 へ 単身世 帯ての 申し込みが 可 能 て‘す。

※市営住 宅は年 4 回 (5月 • 8月 ・ I I 月 · 2月） 定時募集を行っています。
※所得等の制限があ ります。

県営住 宅
⑯兵庫県ま ち づく り 部 公営住 宅 管理課 電話 230-8460 FAX 230-8466 

• 西区およ び 明 舞 団地を除 く 地域
TC神鋼不動産サ ー ビス （ 株） 神戸 管理事務所 電話 647-q20 I 

• 西区、 明 舞 団地
TC神鋼不動産サ ー ビス （ 株） 西区 ・ 明 舞 管理事務所 電話 引 5-10引

●障害者総合 支援法による支援
グル ー プホ ー ム

⑱ 区役所・北須磨支所保健福祉課 （ 裏表紙）

障害者が地域て自立 した生活を 営 む住 まいの 場て‘す。 世話人 等から日常生活の 援助を 受 けながら、
地域の アパ ー ト ・ マ ン シ ョ ン ・ 一戸建て等において、 複数人 で共 同 生活を行います。

神戸市グル ー プホ ー ム利用者家賃 負 担軽減事業
⑱ 福祉局障害者支援課 電話 322-5231 FAX 322-03q3 

グル ー プホ ー ム に入居している人 を対象に、 利用者が支払う 家賃の 一 部を 助成します （ 対象： 非課
税世帯）。 助成額は、月額家賃の 1 万 円 を 超える額の 2 分の l て、 1 万 5 千 円 が上限て吋す。
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すまいに関する相談

すまいに関する様 々 なご相談について、建築 士 、消 費 生活相談員 、融資 相談員 （フ ァイナ ン
シ ャ ルプ ラ ンナ ー ）、マ ンション管理士 の 「 すまいの相談員 」 が無料て

，，

ア ド バイスし ます。

⑱ 神戸市すまいの総合窓口 すまいるネッ ト

〔相 談 時 間〕 10: 00 ~ 17: 00 
〔定 休 日〕 水曜日 ・日曜日 ・祝日
〔所 在 地〕 長 田区二葉町5-1-1 ア スタ くにづ か5 番 館 2 階
〔最寄り駅 等〕 地 下鉄海岸線駒 ヶ 林駅
〔電 話 番 号〕 すまいに関する相談 電話6 47-qq oo FAX 6 47-qq 12 

□言筐、□言。1::

ー
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住 宅 改修助成制度
⑱ （ 一財） 神 戸 在 宅 医療・ 介護推進財 団 電話 743-83 2 3 FAX 743-83 26 

〔お 申し込み先〕 身体障害者： 区役所 ・ 北須磨支所保健福祉課 （ 裏表紙）
介護保険対象者： あ んし んす こ やかセンタ ー

〔助成を受けられる方〕
次の ①または②に該 当し、 施工前の 訪 問調査等により住 宅 改修が必要て‘あると認 められた方です。
①介護保険の要介護認定て＼ 要支援 ・要介護の 認定を 受け た方
②身体障害者手帳を お持 ち の 方
①②共に該 当 する方は、 ①の要件て受 け 付 け ています。
生計中心 者 （ 世帯構成員の 中て前年 分の 所得金額が最も高い方） が給与 収入のみの 方て前年 分の 給
与 収入額が 800 万 円 を 超える世帯は、 助成対象とはなりませ ん。
生計中心 者が給 与 収入のみ以 外の 方て‘前年 分の 所得 金額が 600 万 円 を 超える世 帯は、 助成対象と
はなりませ ん。
この 助成は、 原則 として 1 世帯につ き 1 回 限りです。

住 民 票上は世帯を 分離していても現に 同 居している方については、 す べて 同 一 世帯とみなします。

〔助成額〕
生計中心 者の 住 民 税額 ・ 所得税額に応じ て住 宅 改修 費 を 市が助成します。
※助成対象は、 施工前の 訪 問調査などにより 認 められた工事 内容です。
※介護保険制度、 障害者 （ 児 ） 日常生活用具 費 支給事業と合 わせ て最大 100 万 円 を 助成します。

生計中心者 の 住 民税 ・ 所得税額 に よ る 区分 助成対象工事費限度額 助成基準限度額 ＊ 助成率

生活保護世帯 全額

住 非課税世帯 10分のq
民 均等割課税世帯
税 所得割課税世帯 100万 円 80万 円 3分の2

所 課税世帯 (7万 円 以下） 2分の l
得
税 課税世帯 (7万 円 超） 3分の l

所得600万 円 超 （給与800万 円 超） 助成対象 と は な り ま せ ん

＊ 助成基準 限度額について
この 助 成 金を 利用するにあ たっては介護保険制度等の 住 宅 改 修と一 体 的 に工事を 行う もの とし、
助成対象工事 費 限度額 100 万 円または工事 費 のいずれか 少ない方の 額から、 介護保険制度等の
住 宅 改修 費 限度額 20 万 円 を あらかじ め 控除したもの を 助成基準 額とします。 （ ただし例 3を除く ）
助成基準 限度額は以下の 例のとおりです。
（ 例 1) 要支援 ・要介護の 認定を受けた方の 場合 ： 100 万 円 限度 ー20 万 円 （ 介護保険） ＝80 万 円
（ 例 2) 重 度身体障害者 （ 児 ） の 場合 ： 100 万 円 限度 ー20 万 円 （ 日常生活用具給付 ） ＝80 万 円
（ 例 3) 身体障害者手帳をお持ちの 方て‘

日常生活用具給付 （ 住 宅改修費） に該 当しない方の場合： 100万 円

※助成額について
助成基準額に助成率を 掛 け合 わせ た結 果が助成金の 額となります。
（ 例 ） 助成基準額が80万 円 、生計中心 者の 所得税額が5万 円 てある世帯の 場合 ： 80万 円 X I /2=40万 円




